
改正前：合計して１か月超の場合、
いずれも除算の対象となる

令和４年10月１日から、

育児休業・育児参加のための休暇を

より柔軟に取得できるようになります！

子の３歳の誕生日の前日まで、育児休業を原則２回（改正前:原則１回）まで取得可能

上記育児休業とは別に、産後パパ育休（子の出生日から57日間以内にする育児休業）
を２回（改正前:１回）まで取得可能

原則休業開始希望日の１月前までに請求

子の出生日から57日間内に育児休業をしようとする場合は、休業開始希望日の
２週間前（改正前:１月前）までに請求

出生日 出生日から57日目

産後パパ
育休①

産後パパ
育休②

育児休業① 育児休業②

子の出生日から57日間以内にする育児休業とそれ以外の期間にする育児休業のそれぞれに
ついて、承認を受けた期間が１か月以下であるものは除算（減額）の対象となりません。

出生日 出生日から57日目

産後パパ育休 育児休業

それぞれ１か月以下であれば、いずれも
除算の対象とならない（合計しない）

※令和４年12月期の期末・勤勉手当から適用(令和４年６月２日以降の育児休業が対象)。

施行日（令和４年10月１日）

産後パパ育休 育児休業②育児休業①

施行日前に育児休業を既に１回取得している場合、
10月1日以降、育児休業をあと１回取得可能

※令和４年10月１日以降に取得可能な育児休業の回数は、既に取得した（又は現在取得
している）育児休業の回数で判断することとなります。



☎03-3581-5311
（育児休業・育児参加のための休暇）
職員福祉局職員福祉課（内線：2574）

妻の出産予定日の６週間前の日から出産の日以後１年を経過する日まで（改正前:
出産の日後８週間を経過する日まで）の期間において、５日の範囲内で使用可能

令和４年10月１日
（施行日）出産日後８週間 出産日以後１年出産予定日

３日使用済 ２日使用可能

出産・育児に係る休暇、育児休業制度の活用例

☎03-3581-5311
（期末手当・勤勉手当）

給与局給与第三課（内線：2556）

女性職員

男性職員

＝育児参加のための休暇＝配偶者出産休暇

両立支援制度の詳細については人事院ＨＰをご覧ください
（https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ryouritsu_toppage.html）


